
議案第７５号 

 

   狭山市事務手数料条例の一部を改正する条例 

 狭山市事務手数料条例（昭和５１年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表５３の項中「第６０条」を「第６０条第１項」に改め、同表５５の項中「、第

６３条第３項第５号イ又は第６８条の６９第３項第５号イ」を「又は第６３条第３項

第５号イ」に改め、同表５６の項中「、第６３条第３項第７号イ又は第６８条の６９

第３項第７号イ」を「又は第６３条第３項第７号イ」に改め、同表５７の項中「、第

６３条第３項第６号若しくは第７号ロ又は第６８条の６９第３項第６号若しくは第７

号ロ」を「又は第６３条第３項第６号若しくは第７号ロ」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和４年１１月２４日提出 

 

          狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 租税特別措置法等の改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するもの

である。 


